
 

 

第８３２回 小浜市教育委員会 
 

                                            と き：令和 3年 6月 28日（月） 

                                                    午後 3時 30分～ 

                    ところ：小浜市役所 4階 401会議室 

 

 

 

 

 

 

                    

１．会議録 第８３１回の承認 

 

 

２．報 告 

報告第９号 諸般の報告 R3.5.28～R3.6.27 

        行 事 予 定 R3.6.28～R3.7.31 (P1～P4) 

【教育総務課】【生涯学習スポーツ課】 

 

 

３．議 案 

 議案第１９号  押印を求める手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則

の制定について（P5～P13）          【教育総務課】 

 

 議案第２０号  押印を求める手続等の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令

の制定について（P14～P24）          【教育総務課】 

 

 議案第２１号  成年年齢引き下げ後の成人式の在り方について（P25～P26） 

【生涯学習スポーツ課】 

 

 

４．教育長報告 

 

 

５．その他 



 （５月２８日 ～ ６月２７日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

5月28日（金）
福井大学

敦賀キャンパス
福井大学連携協定締結式 教育長

5月28日（金） 庁内 【第831回定例教育委員会】 教育長・全委員

6月1日（火） 庁内 小浜の未来を担う総合教育事業審査会
教育長・山﨑職務代
理者・他職員

6月3日（木） 議場 【小浜市議会6月定例会　開会】　6月25日まで会期23日間 教育長他職員

6月9日（水） 若狭高校 若狭高校探究学習講義 教育長

6月25日（金） 議場 【小浜市議会6月定例会　閉会】 教育長他職員

諸　般　の　報　告
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 （６月２８日 ～ ７月３１日） 【教育総務課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

6月28日（月） 庁内 【第832回定例教育委員会】 教育長・全委員

7月6日（火） 若狭歴史博物館 第２回嶺南地区教育長会 教育長

7月21日（水） 庁内 【第833回定例教育委員会】 教育長・全委員

　

行　事　予　定
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 （５月２８日 ～ ６月２７日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席者（参加者）

5月29日（土） 市内
東京2020オリンピック福井県聖火リレー
【食文化館前　～　若狭高校グラウンド前】

市長　教育長　部長
課長　課員

6月 4日（金） 福井市 福井県公民館連合会総会 課員

6月 5日（土） 福井市 青少年育成福井県民会議総会 課員

　6月18日（金）
　～ 20日（日）

富山県滑川市 北信越総体視察 課員

6月20日（日）
若狭図書
学習ｾﾝﾀｰ

第40回小浜市美術展 表彰式 教育長・課員

諸　般　の　報　告
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 （６月２８日 ～ ７月３１日） 【生涯学習スポーツ課】

月　　日 場　　所 内　　　　　　容 出席（参加）予定者

7月 2日（金） 美浜町 嶺南地区青少年育成市町民会長会議 課員

7月 5日（月） ４Ｆ大会議室 人権擁護委員委嘱式 市長、教育長、課長、課員

　7月10日（土）
　　 11日（日）

総合運動場 第５２回小浜市学童野球大会
教育長　教育委員
課長　課員

行　事　予　定
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押印・署名見直しの実施について（小浜市方針） 

 

行政手続きにおける、市民や事業者の負担軽減および利便性の向上を図るため、

本市に提出される申請書等について、令和３年７月１日から押印・署名の見直しを

実施する。 

 

押印・署名見直し方針 

１ 国の法令等や県の条例等を根拠とするものは、それらの見直し結果に従う。 

２ 国の法令等に準じているものは、それらの見直し結果に準じる。 

３ 市が条例等（条例、規則、訓令、告示、要綱、要領等（内規））や慣行により

独自に定めているものの扱いは、次のとおりとする。 

 

（１）押印判断基準 

  ①「認印」の押印は、原則廃止する。 

   認印による押印は、本人確認としての効果は大きくないとされるため。 

  ②「登記印」または「登録印」の押印を求めるもので、印鑑証明書の提出を求め

ず、印鑑照合を行わないものの押印は、廃止する。 

  ③押印を求める合理性があっても、押印に代わる代替手段があるものの押印は

廃止する。 

 ※定義 

  「認印」 印鑑登録を要しない印鑑（三文印や各印など） 

  「登記印」法務局へ届けた印鑑（代表者印など） 

  「登録印」印鑑登録した印鑑、銀行に届け出た印鑑等（実印、銀行印など） 

  「押印に代わる代替手段」 

署名、メール申請・オンライン申請（本人確認ができるもの）など 

 

（２）署名判断基準 

  ①「署名または記名押印」は、原則廃止する。 

   ただし、重要な権利義務に係るもの、多数の行政事務の基礎となるもの、虚

偽の届出等により回復困難な権利侵害が発生するもの等は、例外的扱いとす

る。 

  ②「署名および押印」は、実質的意味の有無により判断し、署名を存続する場

合は、押印だけでも廃止できないか検討する。 

 ※定義 

  「署名」 自署すること 

  「記名」 自署以外の方法（印刷、ゴム印等）で氏名を記載すること 
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 議案第１９号 

 

押印を求める手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則に

ついて 

 

押印を求める手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則の制定に

ついて承認を求める。 

 

  令和３年６月２８日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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    押印を求める手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則 

 

（小浜市立学校施設の使用に関する規則の一部改正） 

第１条 小浜市立学校施設の使用に関する規則（昭和２９年教育委員会規則

第６号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式を次のように改める。 
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（小浜市教育委員会公告式規則の一部改正） 

  第２条 小浜市教育委員会公告式規則（昭和２９年教育委員会規則第１号）

の一部を次のように改正する。 

    第１条中「地方教育行政の組織および運営に関する法律（昭和３１年

法律第１６２号）第１４条第２項の規定に基づき」を「地方教育行政の組

織および運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１５条第２

項の規定に基づき」に改める。 

    第４条を次のように改める。 

   第４条 規則を除くほか、教育委員会の告示およびその他の規程を公表

しようとするときは、原本の番号、公布年月日、制定文、教育委員会名

および教育長名を記入しなければならない。 

   ２ 第２条第１項および第３項ならびに第３条の規定は、前項の規定に

準用する。 

（小浜市教育委員会規則で定める様式による申請書等の押印の特例に関する

規則の廃止） 

第３条 小浜市教育委員会規則で定める様式による申請書等の押印の特例

に関する規則（平成５年教育委員会規則第９号）を廃止する。 

    附 則 

  この規則は、令和３年７月１日から施行する。 
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議  案  内  容  要  点 

 

議案第１９号 押印を求める手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則について 

 

１）改正理由 

  押印を求める手続等の見直しに伴う関係規定等の改正を行うもの。 

 

２）内容 

 押印等を求める手続等の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則 

【改正後・現行比較】 

改正後 現行 

   

（小浜市立学校施設の使用に関する規則の一部改

正） 

 

第１条 小浜市立学校施設の使用に関する規則（昭

和２９年教育委員会規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する 
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（小浜市教育委員会公告式規則の一部改正）  

第２条 小浜市教育委員会公告式規則（昭和２９年

教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１条  第１条 

  この規則は、地方教育行政の組織および運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１５条

第２項の規定に基づき、教育委員会規則、告示およ

びその他の規程で公表を要するものの広告式を定

めることを目的とする。 

  この規則は、地方教育行政の組織および運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１４条

第２項の規定に基づき、教育委員会規則、告示およ

びその他の規程で公表を要するものの広告式を定

めることを目的とする。 

 第４条 第４条 

  規則を除くほか、教育委員会の告示およびその

他の規程を公表しようとするときは、原本の番号、

公布年月日、制定文、教育委員会名および教育長名

を記入しなければならない。 

 前２条の規定は、教育委員会の告示およびその他

の規程で公表を要するものの公告に準用する。 

 ２ 第２条第１項および第３項ならびに第３条の

規定は、前項の規定に準用する。 

 

（小浜市教育委員会規則で定める様式による申請書

等の押印の特例に関する規則の廃止） 

 

第３条 小浜市教育委員会規則で定める様式による

申請書等の押印の特例に関する規則（平成５年教

育委員会規則第９号）を廃止する。 

 

 小浜市教育委員会規則で定める様式によるのう

ち、次に掲げる様式による申請書および申込書につ
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いては、当該様式の規定にかかわらず、押印を要し

ない。 

 （１） 小浜市立学校施設の使用に関する規則

（昭和２９年教育委員会規則第６号）別記様

式 

 （２） 小浜市文化会館の管理運営に関する規則

（昭和４６年教育委員会規則第１１号）様式

第１号および様式第３号 

 （３） 小浜市文化会館使用料徴収条例施行規則

（昭和４６年教育委員会規則第１６号）様式

第１号、様式第３号および様式第５号 

  （４） 小浜市奨学資金貸付基金条例施行規則

（昭和６２年教育委員会規則第４号）様式第

１２号 

  

 

 ３）附則 

  施行日／令和３年７月１日から施行する。 
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 議案第２０号 

 

押印を求める手続等の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令に

ついて 

 

押印を求める手続等の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令の制定に

ついて承認を求める。 

 

  令和３年６月２８日 提出 

 

 

                 小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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    押印を求める手続等の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令 

 

  （小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部改正） 

  第１条 小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費支給要綱（平成

２３年教育委員会訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

    様式第１号を次のように改める。 
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（小浜市立小学校および中学校の処務細則の一部改正） 

第２条 小浜市立小学校および中学校の処務細則（昭和４７年教育委員会

訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号。以下「省

令」という。）第４２条および第５５条の規定によって、」を「学校教育法

施行規則（昭和２２年文部省令第１１号。以下「省令」という。）第３４条

の規定によって、」に改める。 

   第１８条中「校長は、規則第２０条第３項」を「校長が、規則第２１条

の２第２項」に改める。 

   様式第２号を次のように改める。 
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    附 則 

  この規則は、令和３年７月１日から施行する。 
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議  案  内  容  要  点 

 

議案第２０号 押印を求める手続等の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令について 

 

１）改正理由 

  押印を求める手続等の見直しに伴う関係要綱等の改正を行うもの。 

 

２）内容 

 押印を求める手続等の見直しに伴う関係訓令の整備に関する訓令 

【改正後・現行比較】 

改正後 現行 

（小浜市要保護および準要保護児童生徒就学援助費

支給要綱の一部改正） 

（略） 

第１条 小浜市要保護および準要保護児童生徒就学

援助費支給要綱（平成２３年教育委員会訓令第３

号）の一部を次のように改正する。 
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（小浜市立小学校および中学校の処務細則の一部改

正） 

 

第２条  小浜市立小学校および中学校の処務細則

（昭和４７年教育委員会訓令第１号）の一部を次

のように 

 

 第４条   第４条 

  学校教育法施行規則(昭和２２年文部省令第 11

号。以下「省令」という。)第３４条の規定によつ

て、保護者が願い出る就学猶予または免除につい

ては、様式第２号によらなければならない。 

  学校教育法施行規則(昭和２２年文部省令第 11

号。以下「省令」という。)第４２条および第５

５条の規定によつて、保護者が願い出る就学猶予

または免除については、様式第２号によらなけれ

ばならない。 

 第１８条  第１８条 

  校長は、規則第２１条の２第２項の規定により

承認を受けて積雪寒冷期に休業を行うときは、そ

の都度様式第１８号により教育委員会に届け出な

ければならない。 

  校長は、規則第２０条第３項の規定により承認

を受けて積雪寒冷期に休業を行うときは、その都

度様式第１８号により教育委員会に届け出なけれ

ばならない。 

file://///obsvrfs2.obama.local/public/R03/05全職員共有/◇例規集◇/令和３年４月１日現在/reiki_honbun/r300RG00000230.html%23e000000221
file://///obsvrfs2.obama.local/public/R03/05全職員共有/◇例規集◇/令和３年４月１日現在/reiki_honbun/r300RG00000230.html%23e000000221
file://///obsvrfs2.obama.local/public/R03/05全職員共有/◇例規集◇/令和３年４月１日現在/reiki_honbun/r300RG00000229.html
file://///obsvrfs2.obama.local/public/R03/05全職員共有/◇例規集◇/令和３年４月１日現在/reiki_honbun/r300RG00000230.html%23e000000308
file://///obsvrfs2.obama.local/public/R03/05全職員共有/◇例規集◇/令和３年４月１日現在/reiki_honbun/r300RG00000229.html
file://///obsvrfs2.obama.local/public/R03/05全職員共有/◇例規集◇/令和３年４月１日現在/reiki_honbun/r300RG00000230.html%23e000000308
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 ３）附則 

  施行日／令和３年７月１日から施行する。 
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議案第２１号 

 

 

 

成年年齢引き下げ後の成人式の在り方について 

 

 

民法の一部改正に伴い、令和４年（２０２２年）４月１日から成年年齢が  

２０歳から１８歳に引き下げられるが、小浜市においては、これまでどおり令

和４年度以降も当該年度中に２０歳に達する人を対象に、「２０歳（はたち）の

つどい（仮称）」の式典を開催する方針を別紙のとおり定めたいので、承認を求

める。 

 

 

 

令和 ３年 ６月２８日 提出 

 

 

 

 

 

小浜市教育委員会 

教育長 窪田 光宏 
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成年年齢引き下げ後の成人式の在り方について（案） 

 

◎民法改正による成年年齢引下げについて 

 

成年年齢を１８歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、

令和４年（２０２２年）４月１日から施行されます。令和４年４月１日の時点で、１

８歳以上２０歳未満の方（平成１４年４月２日生まれから平成１６年４月１日生まれ

までの方）は、その日に成年に達することになります。 

 

◎令和４年度以降の成人式の開催方針について 

 

民法の一部改正に伴い、令和４年（２０２２年）４月１日から成年年齢が２０歳か

ら１８歳に引き下げられます。 

小浜市においては、令和４年度以降もこれまでどおり当該年度中に２０歳に達する

人を対象に、下記のとおり式典を開催いたします。 

 

                  記 

 

行事名称 ２０歳（はたち）のつどい（仮称）※令和５年１月の成人の日から変更 

対象年齢 当該年度中に２０歳に達する人 

開催時期 １月の成人の日（１月の第２月曜日）を含む３連休中の日曜日（成人の 

日の前日）とする。 

 

２０歳となる年度に開催する理由 

１ １８歳となる年度は、大学受験や就職準備など将来に関わる大切な時期であり、 

どの時期に成人式を開催するとしても、新成人らが実行委員会に参加することが難 

しくなる他、本人にとっても、家族にとっても、落ち着いた環境で成人を祝うこと 

が困難であると見込まれるため。また、成人式に合わせた着物、振り袖等の費用負 

担に加え、進学や就職で親元を離れることによる経済的な負担が大きくなる時期で 

あると見込まれるため。 

２ 進学や就職で変化した生活環境にも慣れてきた２０歳時に、故郷「小浜市」で式 

典を開催することにより、生まれ育った地域の中で、家族、旧友、地域社会とのつ 

ながりをしっかりと考え、見つめ直すきっかけとするため。 

３ 成年年齢は１８歳に引き下げられるものの、飲酒や喫煙等が可能になる２０歳に 

おいて、名実ともに一般成人と同様の権利を行使し、義務を負うことに伴う自覚を 

促す節目の機会とするため。 

 

 


